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大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するため

の保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例（抜粋） 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 大規模マンション 共同住宅の用に供する建築物（他の用途を兼ねる建築物

を含む。）であって、当該建築物の住戸（その床面積が35平方メートル以下の

住戸を除く。以下同じ。）の総数が70戸以上のものをいう。 

＜以下省略＞ 

 

（建設しようとしている大規模マンションに関する届出） 

第５条 事業者は、大規模マンションを建設しようとするときは、届出期間内に、

当該大規模マンションに関し、市規則で定めるところにより、次に掲げる事項を

市長に届け出なければならない。  

＜以下省略＞ 

  

（協力の要請） 

第７条 市長は、第５条第１項の規定による届出を行った事業者と当該届出に係る

大規模マンションにおける保育施設等の整備について調整を図る必要があると認

めるときは、当該届出があった日から60日以内に、当該事業者に対し、保育施設

等の種別、規模その他必要な事項を示して、保育施設等の整備に関し必要な協力

の要請を行わなければならない。 

＜以下省略＞ 

 


